
高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）
～生活保護世帯・社会的養護を必要とする者の場合～

居住に要する費用の支援が必要
ない者

左記以外 ※本人が居住費を負
担している場合

月額 （参考）年額 月額 （参考）年額

大学、
短大、
専門学校

国公立 33,300円 約40万円 66,700円 約80万円

私立 42,500円 約51万円 75,800円 約91万円

高専 国公立 25,800円 約31万円 34,200円 約41万円

私立 35,000円 約42万円 43,300円 約52万円

１．授業料等減免の上限額（年額）

国公立 私立

入学金 授業料 入学金 授業料

大学 約28万円 約54万円 約26万円 約70万円

短期大学 約17万円 約39万円 約25万円 約62万円

高等専門学校 約８万円 約23万円 約13万円 約70万円

専門学校 約７万円 約17万円 約16万円 約59万円

２．給付型奨学金の支給額

※大学等進学後も、引き続き、施設等や里親、生活保護世帯の父母等のもとから通学
する場合は「居住に要する費用の支援が必要ない者」になります。

※通信課程の場合は、上表に関わらず、年額51,000円となります。

３．所得・資産の要件の確認

（２）社会的養護を必要とする者（児童養護施設等の入所者等）

本人の所得・資産のみで判定し、低所得であれば、支援対象となります。

（１）生活保護世帯の出身者

父母が「生活扶助」を受けていれば、非課税世帯として支援対象となります。

※夜間部や通信課程の場合、減免額が異なります。

 本人に相当の所得や資産がある場合、上表の額の支援が受けられない場合があります。
（所得について、本人（未成年）の年収が額面で200万円を超えるような場合でなければ、判定には影響しません。）

 学業成績・学修意欲やその他の対象者要件を満たさない場合、支援の対象外となります。

（社会的養護を必要とする者とは）
満18歳となる日の前日（又は高校卒業時点）（申込
時点で18歳になっていない場合は申込時点）において、
• 児童養護施設等（児童自立支援施設、児童心理
治療施設（情緒障害児短期治療施設から改称）
を含む。）に入所していた者

• 里親等（児童自立生活援助事業（自立援助ホー
ム）を行う者、小規模住居型児童養育事業（ファミ
リーホーム）を行う者を含む。）のもとで養育されてい
た者

が該当します。
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